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○門真市文化財保護条例施行規則 

令和２年11月26日門真市規則第58号 

門真市文化財保護条例施行規則 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 門真市指定文化財（第２条―第８条） 

第３章 門真市地域文化財（第９条―第18条） 

第４章 門真市文化財保護審議会（第19条―第24条） 

第５章 雑則（第25条・第26条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、門真市文化財保護条例（令和２年門真市条例第35号。以下「条例」という。）

の施行について必要な事項を定めるものとする。 

第２章 門真市指定文化財 

（指定の同意） 

第２条 条例第６条第２項又は第３項に規定する同意は、同意書（様式第１号）により行うものと

する。 

（指定書及び認定書） 

第３条 条例第６条第９項に規定する指定書は指定書（様式第２号）、同項に規定する認定書は認

定書（様式第３号）とする。 

２ 指定書又は認定書を滅失し、毀損し、亡失し、若しくは盗み取られたもの又はその記載事項に

変更が生じたものは、再交付申請書（様式第４号）を市長に提出して、その再交付を申請するこ

とができる。 

（管理責任者の選任等の届出） 

第４条 条例第８条第３項の規定による届出は、管理責任者選任等届出書（様式第５号）により行

うものとする。 

（修理等の届出等） 

第５条 条例第９条第２項の規定による届出は、修理等届出書（様式第６号）により行うものとす

る。 
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２ 前項の届出をした者は、当該届出に係る修理又は復旧が終了したときは、速やかに修理等終了

報告書（様式第７号）を市長に提出するものとする。 

（変更等の届出） 

第６条 条例第10条各項の規定による届出は、変更等届出書（様式第８号）により行うものとする。 

２ 条例第10条第２項の規則で定める理由は、次のとおりとする。 

(１) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。 

(２) 保持者について、その保持する市指定無形文化財等（条例第６条第６項に規定する市指定

無形文化財等をいう。）の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。 

（滅失、毀損等の届出） 

第７条 条例第11条の規定による届出は、滅失、毀損等届出書（様式第９号）により行うものとす

る。 

（現状変更等の許可申請等） 

第８条 条例第12条第１項の規定による許可を受けようとする者は、現状変更等許可申請書（様式

第10号）を市長に提出するものとする。 

２ 条例第12条第２項に規定する維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。 

(１) 市指定有形文化財等（条例第６条第６項に規定する市指定有形文化財等をいう。以下同じ。）

が毀損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市指定有

形文化財等をその指定当時の原状（指定後において現状の変更の許可を受けたものについては、

当該現状の変更後の原状）に復するとき。 

(２) 市指定有形文化財等が毀損し、又は衰亡している場合において、当該毀損又は衰亡の拡大

を防止するため応急の措置を執るとき。 

３ 条例第12条第１項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状の変更又は保存に影響

を及ぼす行為が終了したときは、速やかに現状変更等終了報告書（様式第11号）を市長に提出す

るものとする。 

第３章 門真市地域文化財 

（登録） 

第９条 条例第16条の規定により門真市地域文化財（以下「市地域文化財」という。）の登録を受

けようとするものは、登録申請書（様式第12号）を市長に提出するものとする。 

２ 前項の規定による申請において、有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物（以下「有形文化

財等」という。）について登録を受けようとするときは、所有者及び権原に基づく占有者の同意
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を得るものとし、登録申請書にその同意書を添付しなければならない。ただし、所有者若しくは

権原に基づく占有者が申請を行う場合又は所有者若しくは権原に基づく占有者が判明しない場合

は、この限りでない。 

３ 前項本文の場合において、所有者及び権原に基づく占有者が判明しないときは、市長において

管理者を認定し、かつ、その同意を同意書により得なければならない。 

４ 市長は、第１項の規定による申請があった場合において、当該文化財（無形文化財又は無形の

民俗文化財（以下「無形文化財等」という。）に限る。）を市地域文化財に登録するに当たって

は、当該無形文化財等の保持者又は保持団体（無形文化財等を保持する者が主たる構成員となっ

ている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。）を認定しなければならない。 

５ 市長は、条例第16条の規定による登録又は前項の規定による認定をしようとするときは、あら

かじめ、門真市文化財保護審議会に諮問しなければならない。 

６ 条例第16条の規定による登録及び第４項の規定による認定は、市地域文化財のうち有形文化財

等（以下「市地域有形文化財等」という。）にあっては当該所有者、権原に基づく占有者又は管

理者（以下「所有者等」という。）に、市地域文化財のうち無形文化財等（以下「市地域無形文

化財等」という。）にあっては当該保持者又は保持団体として認定しようとするもの（保持団体

にあっては、その代表者）に通知して行うものとする。 

７ 市長は、条例第16条の規定による登録（無形文化財等に限る。）をした後においても、当該市

地域無形文化財等の保持者又は保持団体として適当であると認められるときは、そのものを保持

者又は保持団体として追加して認定することができる。 

８ 前項の規定による追加の認定については、第５項及び第６項の規定を準用する。 

９ 市長は、条例第16条の規定による登録（有形文化財等に限る。）をしたときは、当該市地域有

形文化財等の所有者等に登録書（様式第13号）を、第４項又は第７項の規定による認定をしたと

きは、当該市地域無形文化財等の保持者又は保持団体に登録認定書（様式第14号）を交付しなけ

ればならない。 

10 登録書及び登録認定書の再交付については、第３条第２項の規定を準用する。 

（取消し等） 

第10条 市長は、市地域無形文化財等の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなった

と認められるとき、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認め

られるときその他特別の理由があるときは、その認定を解除することができる。 

２ 条例第17条の規定による登録の取消し及び前項の規定による認定の解除については、前条第５
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項及び第６項の規定を準用する。 

３ 市地域文化財について文化財保護法（昭和25年法律第214号）、大阪府文化財保護条例（昭和44

年大阪府条例第５号）又は条例の規定による指定を受けたときは、当該市地域文化財の登録の取

消し（同法、大阪府文化財保護条例又は条例の規定による指定を受けた市地域文化財が無形文化

財等であるときは、当該市地域文化財の登録の取消し及び保持者又は保持団体の認定の解除）が、

行われたものとする。この場合において、その旨の通知については、前条第６項の規定を準用す

る。 

４ 市地域無形文化財等の保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したとき（消滅したときを含

む。以下この項及び第13条第２項において同じ。）は、当該保持者又は保持団体の認定は解除さ

れたものとし、保持者の全てが死亡したとき又は保持団体の全てが解散したときは、当該市地域

文化財の登録は取り消されたものとする。この場合において、市長は、保持者として認定されて

いた者の相続人又は保持団体として認定されていた団体の代表者であった者に通知しなければな

らない。 

５ 第２項及び第３項において準用する前条第６項の規定による登録の取消し又は認定の解除の通

知を受けたときは、当該市地域有形文化財等の所有者等にあっては登録書を、当該市地域無形文

化財等の保持者又は保持団体として認定されていたものにあっては登録認定書を速やかに市長に

返納しなければならない。 

（所有者等の管理義務及び管理責任者） 

第11条 市地域有形文化財等の所有者等は、この規則及びこれに基づく市長の指示に従い、市地域

有形文化財等を管理しなければならない。 

２ 市地域有形文化財等の所有者等は、特別の事情があるときは、自己に代わり当該市地域有形文

化財等を管理する者（以下「管理責任者」という。）を選任することができる。 

３ 市地域有形文化財等の所有者等は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかに

その旨を管理責任者選任等届出書により市長に届け出なければならない。管理責任者を変更し、

又は解任したときも同様とする。 

４ 管理責任者については、第１項の規定を準用する。 

（保存） 

第12条 市地域有形文化財等の修理又は復旧は、所有者等又は管理責任者が行うものとし、市長は、

市地域有形文化財等の保存のため必要があると認めるときは、当該修理又は復旧に関し必要な助

言をすることができる。 
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２ 市地域有形文化財等の所有者等又は管理責任者は、市地域有形文化財等を修理し、又は復旧し

ようとするときは、あらかじめ、その旨を修理等届出書により市長に届け出なければならない。 

３ 前項の規定による届出をした者については、第５条第２項の規定を準用する。 

４ 市長は、市地域無形文化財等の保存のため必要があると認めるときは、市地域無形文化財等に

ついて自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。 

５ 市長は、市地域無形文化財等の保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認める

ものに対し、その保存のため必要な助言をすることができる。 

（変更等の届出） 

第13条 市地域有形文化財等の所有者等又は管理責任者は、市地域有形文化財等について、次の各

号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を変更等届出書により市長に届け出なければな

らない。 

(１) 所有者等に変更が生じたとき。 

(２) 所有者等又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。 

(３) 所在の場所を変更しようとするとき。 

(４) 土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったとき。 

２ 市地域無形文化財等の保持者若しくはその相続人又は保持団体の代表者（保持団体が解散した

場合にあっては、代表者であった者）は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその

旨を変更等届出書により市長に届け出なければならない。 

(１) 保持者が氏名、芸名、雅号等又は住所を変更したとき。 

(２) 保持者が死亡し、又はその保持する市地域無形文化財等の保存に影響を及ぼす心身の故障

が生じたとき。 

(３) 保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解

散したとき。 

（滅失、毀損等の届出） 

第14条 市地域有形文化財等の所有者等又は管理責任者は、市地域有形文化財等の全部又は一部が

滅失し、毀損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、速やかに

その旨を滅失、毀損等届出書により市長に届け出なければならない。 

（現状変更等の届出等） 

第15条 市地域有形文化財等の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者

は、その旨を現状変更等届出書（様式第15号）により市長に届け出なければならない。ただし、
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現状の変更にあっては維持の措置又は非常災害のため必要な応急措置を執る場合及び保存に影響

を及ぼす行為にあっては影響が軽微である場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲については、第８条第２項の規定を準用する。 

３ 市長は、第１項の規定による届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な

指示をすることができる。 

４ 第１項の規定による届出をした者は、当該届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為

が終了したときは、速やかに現状変更等終了報告書を市長に提出するものとする。 

（公開） 

第16条 市長は、市地域有形文化財等の所有者等に対し、当該市地域有形文化財等を公開すること

を勧告することができる。 

２ 市長は、市地域無形文化財等の保持者又は保持団体に対し当該市地域無形文化財等を公開する

ことを、市地域無形文化財等の記録の所有者に対しその記録を公開することを勧告することがで

きる。 

（報告） 

第17条 市長は、必要があると認めるときは、市地域有形文化財等の所有者等又は管理責任者に対

し、当該市地域有形文化財等の現状又は管理、修理若しくは復旧の状況について報告を求めるこ

とができる。 

（権利義務の承継） 

第18条 市地域有形文化財等の所有者等の変更があったときは、新所有者等は、当該市地域有形文

化財等に関しこの規則に基づく市長の勧告、助言その他の措置による旧所有者等の権利義務を承

継する。 

２ 前項の場合において、旧所有者等は、当該市地域有形文化財等の引渡しと同時にその登録書を

新所有者等に引き渡さなければならない。 

第４章 門真市文化財保護審議会 

（組織） 

第19条 門真市文化財保護審議会（以下「審議会」という。）の委員は、次に掲げる者のうちから

市長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 市民の代表 

（会長及び副会長） 
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第20条 審議会に会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第21条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会

長が定められていないときは、市長が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（関係者の出席等） 

第22条 審議会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の

提出その他必要な協力を求めることができる。 

（守秘義務） 

第23条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（庶務） 

第24条 審議会の庶務は、市民文化部生涯学習課において行う。 

第５章 雑則 

（台帳） 

第25条 市長は、条例の規定により指定し、又は登録した文化財に関する台帳を備え、写真、実測

図その他の資料を添付するものとする。 

（細目） 

第26条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和２年12月１日から施行する。 
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様式第１号（第２条、第９条関係） 
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様式第２号（第３条関係） 



10/31 
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様式第３号（第３条関係） 
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様式第４号（第３条、第９条関係） 
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様式第５号（第４条、第11条関係） 
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様式第６号（第５条、第12条関係） 
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様式第７号（第５条、第12条関係） 

 



17/31 

様式第８号（第６条、第13条関係） 



18/31 
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様式第９号（第７条、第14条関係） 
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様式第10号（第８条関係） 
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様式第11号（第８条、第15条関係） 

 



24/31 

様式第12号（第９条関係） 
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様式第13号（第９条関係） 
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様式第14号（第９条関係） 
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様式第15号（第15条関係） 
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